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消防車両購入費

16 33 1

事業名称

歳出予算科目

9月補正予算

1,443,725 8,017 921,000 117,689155,459 241,560補正後

1,656,369

▲212,644

210,059

 ▲54,600 0

1,057,000

 ▲136,000

139,733

 ▲22,044

241,560 8,017

 0

補正前

老朽化により機能低下した消防車両等の更新及び増隊等による新規車両の整備
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

35 49 56 54 49 47 52
消防車両更新台数

実績 22 48台

2113

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

高規格救急自動車増
隊台数

13実績台

市民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに傷病者の搬送を確実適切に行うために、老朽化により、使用に耐えることので
きない消防車両を更新し、安定した運行体制及び消防力の維持を図ります。

事業目的

本市では、約550台の消防車両等を保有していますが、現在、更新基準を超過した車両が68台あるため、順次更新を図っていくことが
必要です。
また、脱炭素化に向け、一般公用車の次世代自動車の導入や就航から23年経過した消防艇「よこはま」について、環境に配慮した消防
艇への更新が必要です。背景・課題

消防組織法、消防力の整備指針、自動車リサイクル法、自動車重量税法根拠法令・方針決裁等

●消防車両等更新基準及び更新計画より算定
水槽付小型消防車 ４台　購入からの年数：14年　更新基準年数：13年　　※令和５年度末時点の年数（以下同じ）
水槽付消防車 ４台　購入からの年数：15年　更新基準年数：13年　　
救助工作車 ２台　購入からの年数：13年　更新基準年数：13年　
化学消防車Ⅲ型 １台　購入からの年数：18年　更新基準年数：15年　
高規格救急自動車   17台　購入からの年数：５年～６年　更新基準年数：５年（更新15台、増隊２台）
はしご付消防自動車 １台　購入からの年数：18年　更新基準年数：18年　
ミニ消防車 ４台　購入からの年数：14年～15年　更新基準年数：13年　
指揮車 ２台　購入からの年数：18年　更新基準年数：13年　　

根拠・データ等

資機材搬送車(SR)   １台　購入からの年数：19年　更新基準年数：15年
防災指導車 １台　購入からの年数：18年　更新基準年数：15年
作業車 １台　購入からの年数：17年　更新基準年数：15年　　
広報車Ⅰ型 ２台　購入からの年数：15年　更新基準年数：15年
広報車Ⅱ型 ２台　購入からの年数：18年　更新基準年数：15年　
司令車 １台　購入からの年数：15年～22年　更新基準年数：15年　
連絡車Ⅱ型（EV)    １台　購入からの年数：20年　更新基準年数：15年
消防活動原動機付自転車　９台　購入からの年数：28年　更新基準年数：15年　
（債務負担）
化学消防車(Ⅲ型)１台、重機搬送車１台

・令和６年４月 財政局物品供給等一般競争入札参加資格審査委員会
５月 公告
６月～８月　　契約

・令和７年１月～３月　　納車

事業スケジュール

昭和23年度事業開始年度

1
補正前補正後

消防車両等購入事業

細事業(事業内訳）

1 1,357,673 1,570,317 ▲212,644 入札不調に伴う減額

消防艇建造事業
2 ■■■■■■ ■■■■■■ 0

救急隊増隊事業
3 ■■■■■■ ■■■■■■ 0

1,443,725 1,656,369 ▲212,644

1施設課消防局

一般会計

廣木 和雄 楯 義則 吉留 大地


	16款１項７目
	消防車両購入費




